
 

 
 

 

港

区

議

会

議

員

の

議

員

報

酬

等

の

特

例

に

関

す

る

条

例 
（

趣

旨

） 

第

一

条 
こ

の

条

例

は

、

区

民

か

ら

信

託

を

受

け

た

港

区

議

会

議

員

（

以

下

「

議

員

」

と

い

う

。

）

の

職

責

に

鑑

み

、

議

員

が

、

区

議

会

の

会

議

等

を

連

続

し

て

欠

席

し

た

場

合

に

お

け

る

当

該

議

員

の

議

員

報

酬

及

び

期

末

手

当

の

支

給

に

つ

い

て

、

港

区

議

会

議

員

の

議

員

報

酬

及

び

費

用

弁

償

等

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

三

十

一

年

港

区

条

例

第

二

十

四

号

）

の

特

例

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。 

（

定

義

） 

第

二

条 

こ

の

条

例

に

お

い

て

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

用

語

の

意

義

は

、

当

該

各

号

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。 

 

一 

区

議

会

の

会

議

等 

港

区

議

会

の

定

例

会

及

び

臨

時

会

の

本

会

議

並

び

に

港

区

議

会

委

員

会

条

例

（

昭

和

五

十

八

年

港

区

条

例

第

一

号

）

に

基

づ

き

設

置

さ

れ

た

委

員

会

を

い

う

。 

 

二 

公

務

上

の

災

害 

特

別

区

非

常

勤

職

員

の

公

務

災

害

補

償

等

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

四

十

三

年

特

別

区

人

事

・

厚

生

事

務

組

合

条

例

第

八

号

）

に

基

づ

き

認

定

さ

れ

た

公

務

上

の

災

害

を

い

う

。 

（

議

員

報

酬

の

減

額

） 

第

三

条 

議

員

が

自

己

都

合

そ

の

他

の

事

由

に

よ

り

、

区

議

会

の

会

議

等

を

連

続

し

て

欠

席

し

た

場

合

に

お

け

る

議

員

報

酬

は

、

当

該

議

員

の

議

員

報

酬

か

ら

、

区

議

会

の

会

議

等

を

欠

席

し

た

日

か

ら

区

議

会

の

会

議

等

に

出

席

し

た

日

の

前

日

ま

で

の

期

間

（

以

下

「

欠

席

期

間

」

と

い

う

。

）

に

応

じ

て

、

当

該

議

員

の

議

員

報

酬

に

次

の

表

に

定

め

る

減

額

の

割

合

を

乗

じ

て

得

た

額

を

減

じ

た

額

と

す

る

。 



 

      

２ 

前

項

の

規

定

は

、

欠

席

期

間

が

六

十

日

を

超

え

る

日

の

属

す

る

月

の

翌

月

（

そ

の

日

が

月

の

初

日

で

あ

る

と

き

は

、

そ

の

日

の

属

す

る

月

）

以

降

、

区

議

会

の

会

議

等

に

出

席

し

た

日

の

属

す

る

月

（

そ

の

日

が

月

の

初

日

で

あ

る

と

き

は

、

そ

の

日

の

属

す

る

月

の

前

月

）

ま

で

適

用

す

る

。 

（

期

末

手

当

の

減

額

） 

第

四

条 

三

月

一

日

、

六

月

一

日

及

び

十

二

月

一

日

（

以

下

こ

れ

ら

の

日

を

「

基

準

日

」

と

い

う

。

）

の

前

三

月

以

内

の

期

間

（

基

準

日

が

十

二

月

一

日

で

あ

る

と

き

は

、

同

日

前

六

月

以

内

の

期

間

と

す

る

。

次

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

お

い

て

、

前

条

の

規

定

に

よ

り

議

員

報

酬

が

減

額

支

給

さ

れ

た

月

が

あ

る

場

合

の

期

末

手

当

は

、

当

該

議

員

の

期

末

手

当

か

ら

、

欠

席

期

間

に

応

じ

て

、

当

該

議

員

の

期

末

手

当

に

同

条

第

一

項

の

表

に

定

め

る

減

額

の

割

合

を

乗

じ

て

得

た

額

を

減

じ

た

額

と

す

る

。 

２ 

基

準

日

の

前

三

月

以

内

の

期

間

に

お

い

て

、

議

員

報

酬

の

減

額

の

割

合

が

異

な

る

場

合

は

、

減

額

の

割

合

の

高

い

方

の

割

合

を

適

用

す

る

。 

三

百

六

十

五

日

を

超

え

る

と

き 

百

八

十

日

を

超

え

三

百

六

十

五

日

以

下

で

あ

る

と

き 

六

十

日

を

超

え

百

八

十

日

以

下

で

あ

る

と

き 

欠 

席 

期 

間 

百

分

の

五

十 

百

分

の

三

十 

百

分

の

二

十 

減

額

の

割

合 

 



 

（

適

用

除

外

） 
第

五

条 

次

に

掲

げ

る

事

由

に

よ

り

区

議

会

の

会

議

等

を

連

続

し

て

欠

席

し

た

と

き

は

、

前

二

条

の

規

定

は

、

適

用

し

な

い

。 

一 

公

務

上

の

災

害 

二 

疾

病 

三 

産

前

産

後

の

休

業 

四 

就

業

制

限 

五 

前

各

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

議

長

が

や

む

を

得

な

い

と

認

め

る

も

の 

（

減

額

の

効

力

） 

第

六

条 

こ

の

条

例

の

規

定

に

よ

り

前

任

期

中

に

議

員

報

酬

又

は

期

末

手

当

を

減

額

さ

れ

て

い

た

議

員

が

、

再

び

議

員

の

資

格

を

得

た

場

合

は

、

前

任

期

中

の

減

額

の

効

力

は

及

ば

な

い

も

の

と

す

る

。 

（

委

任

） 

第

七

条 

こ

の

条

例

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

必

要

な

事

項

は

、

議

長

が

別

に

定

め

る

。 

付 

則 

こ

の

条

例

は

、

令

和

三

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 


